
住宅改修事前申請内容の変更について 

 

 下記のとおり、住宅改修事前申請内容に変更がありますので、関係書類を添えて報告します。 

 

 令和  年  月  日 

被保険者番号           被保険者氏名  

届出者 

 

 

本人との関係（ケアマネジャー・家族・施工業者・その他） 

変更理由 

 

 

 

 

 

変更内訳 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修内容 

（変更分） 

□手すりの取り付け 

□段差の解消 

□引き戸等への扉の取替え 

□洋式便器等への便器の取替え 

□滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 

□その他必要となる付帯工事 

関係書類 

（変更分） 

□住宅改修が必要な理由書 

□見積書 

□図面 

□改修前の写真（日付入り） 

上記太枠内を記入してください。 

 

住宅改修事前申請の変更について、上記のとおり確認いたしました。 

担当者氏名           印 

○留意事項 

・事前申請を行った窓口に相談がないものについては、原則支給対象外となります。 

・最終的な審査（支給、不支給、一部支給）および支給額の決定は広域で行います。 

・変更箇所について、改修前後の状態が分かるもの（写真等）を添付する必要があります。 


